
就学前教育・保育施設整備交付金について

学校法人中間東学園から、中間ひがし小規模保育園及び中間東幼稚園を統合し、

令和９年４月１日付けで幼稚園型認定こども園へ移行する旨の相談がなされました。

移行に伴い、令和８年度に「就学前教育・保育施設整備交付金」を活用した施設整

備を行う予定であり、同交付金を活用する際には、令和８年度の事業から子ども・子

育て会議において意見聴取が要件となりましたことからご意見をいただくものです。

【移行施設概要】

移行前 移行後

施設種別 小規模保育所 新制度移行幼稚園 幼稚園型認定こども園

施設名称
中間ひがし

小規模保育園
中間東幼稚園 未定

所 在 地
中間市扇ヶ浦

二丁目２番１号

中間市扇ヶ浦

二丁目２２番１号

中間市扇ヶ浦

二丁目２２番１号

設 置 者 学校法人 中間東学園 学校法人 中間東学園

代 表 者 理事長 波多野 麻子 理事長 波多野 麻子
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